
高齢者虐待事例の主な発生要因（Ｒ５年度全国調査結果） 
                                              （R6.12.27 厚生労働省公表資料抜粋） 
１ 養護者による高齢者虐待の発生要因 

虐待が発生した要因として，「介護疲れ・介護ストレス」（54.8%），「理解力の不

足や低下」（47.7%）, 「知識や情報の不足」（46.5%）, 「虐待者の精神状態が安定

していない」（45.9%），等が挙げられている。 

 
 表 40 虐待の発生要因（複数回答） 

                     内     容   件  数  割合(%) 
 
 
 
 虐 
 待 
 者 
 側 
 の 
 要 
 因 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護疲れ・介護ストレス  9,376   54.8 
理解力の不足や低下  8,162    47.7 
知識や情報の不足   7,960    46.5 
精神状態が安定していない   7,855    45.9 
虐待者の介護力の低下や不足   7,836    45.8 
被虐待者との虐待発生までの人間関係   7,762    45.4 
孤立・補助介護者の不在等   6,136    35.9 
他者との関係のとりづらさ・資源への繋がりづらさ   5,881    34.4 
障害・疾病   5,101    29.8 
障害疑い・疾病疑い   4,304    25.2 
虐待者の外部サービス利用への抵抗感   4,079    23.9 
家族環境（生育歴・虐待の連鎖）   3,357    19.6 
「介護は家族がすべき」といった周囲の声，世間体に対するストレ

スやプレッシャー 
  1,887    11.0 

ひきこもり   1,614     9.4 
飲酒の影響   1,569     9.2 
依存（アルコール，ギャンブル，関係性等）   1,353     7.9 
その他   1,308     7.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の発生要因 
    「虐待を行った職員の課題」区分に含まれる項目が上位を占めた。虐待の事実が認

められた事例の総数 1,123 件において、同区分内「職員の虐待や権利擁護、身体拘束

に関する知識・意識の不足」が 77.2%で最も多く、次いで「職員のストレス・感情コン

トロール」が 67.9%、「職員の倫理観・理念の欠如」が 66.8%、「職員の性格や資質の

問題」が 66.7%、「職員の高齢者介護や認知症ケア等に関する知識・技術不足」が 63.6%

であった。 

 

 表８ 虐待の発生要因（複数回答） 
                        内     容   件  数  割合(%) 
虐待や権利擁護，身体拘束に関する知識・意識の不足     867     77.2 
職員のストレス・感情コントロールの問題     763    67.9 
倫理観・理念の欠如     750    66.8 
職員の性格や資質の問題     749    66.7 

高齢者介護や認知症ケア等に関する知識・技術不足     714    63.6 

職員の業務負担の大きさ     520    46.3 

待遇への不満   145    12.9 

その他      34     3.0 

 （出典：厚生労働省「令和５年度高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３ 虐待のあった施設等の過去の指導・虐待発生の状況 

虐待があった施設・事業所のうち、過去に虐待が発生していた割合は 19.1％、過去

に何らかの指導等が行われていた割合は 26.4％であった。 
指導内容としては、虐待防止の取組や不適切ケア、事故発生時の対応、身体拘束の

適正運用等に関するもののほか、人員基準違反等に関する指導、記録整備等に関する

内容であった。 
                                                   


